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(57)【要約】
【課題】屋根に設置する部品点数をより削減した状態で
機能パネルを並べて敷設すること。
【解決手段】屋根に固定される一の縦桟と、当該縦桟に
交差した状態で固定される一対の横桟とを備え、各横桟
には、機能パネルを設置するパネル設置部が設けられて
いる架台において、該縦桟には、前記一対の横桟を支持
する第１横桟支持部と、該第１横桟支持部に支持された
前記一対の横桟と少なくとも同じパネル設置部を有する
別の一対の横桟を、前記第１横桟支持部に支持される前
記一対の横桟のパネル設置部と同じ高さにパネル設置部
を位置づけた状態で支持する第２横桟支持部とが設けら
れていることを特徴とする架台。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屋根に固定される一の縦桟と、当該縦桟に交差した状態で固定される一対の横桟とを備
え、各横桟には、機能パネルを設置するパネル設置部が設けられている架台において、
　該縦桟には、前記一対の横桟を支持する第１横桟支持部と、
　該第１横桟支持部に支持された前記一対の横桟と少なくとも同じパネル設置部を有する
別の一対の横桟を、前記第１横桟支持部に支持される前記一対の横桟のパネル設置部と同
じ高さにパネル設置部を位置づけた状態で支持する第２横桟支持部とが設けられている
ことを特徴とする架台。
【請求項２】
　前記横桟は、少なくとも前記機能パネルの幅よりも大きな長さを有する長尺状に形成さ
れており、
　前記パネル設置部は、前記横桟の一方の端部から他方の端部に亘って延在されて前記機
能パネルを左右いずれにも摺動可能な状態で支持する長尺状に形成されている
ことを特徴とする請求項１に記載の架台。
【請求項３】
　前記横桟は、前記パネル設置部よりも前記縦桟に近接した位置に前記縦桟に連結される
連結部を備えている
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の架台。
【請求項４】
　前記縦桟は、長尺状の縦桟本体と、前記第１横桟支持部と第２横桟支持部とを互いに左
右方向に隣り合った状態で設けて当該縦桟本体に固定される一対の横桟取り付け部とを備
えている
ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の架台。
【請求項５】
　屋根に固定される縦桟と、当該縦桟に交差した状態で固定される一対の横桟とを備え、
各横桟には、機能パネルを設置するパネル設置部が設けられている架台において、
　前記一対の横桟の端部に対向して設けられる左右一対の縦桟を備え、
　各縦桟には、前記一対の横桟を支持する第１横桟支持部と、
　該第１横桟支持部に支持された前記一対の横桟と少なくとも同じパネル設置部を有する
別の一対の横桟を、前記第１横桟支持部に支持される前記一対の横桟のパネル設置部と同
じ高さにパネル設置部を位置づけた状態で支持する第２横桟支持部とが設けられており、
　前記一対の横桟は、各縦桟の第２横桟支持部を開放した状態で前記第１横桟支持部に支
持されている
ことを特徴とする架台。
【請求項６】
　前記横桟は、少なくとも前記機能パネルの幅よりも大きな長さを有する長尺状に形成さ
れており、
　前記パネル設置部は、前記横桟の一方の端部から他方の端部に亘って延在されて前記機
能パネルを左右いずれにも摺動可能な状態で支持する長尺状に形成されている
ことを特徴とする請求項５に記載の架台。
【請求項７】
　屋根に固定される縦桟と、当該縦桟に交差した状態で固定される一対の横桟とを備え、
各横桟には、機能パネルを設置するパネル設置部が設けられている連結用架台において、
　前記縦桟は、前記一対の横桟のいずれか一方の端部に対向して設けられており、
　該縦桟には、前記一対の横桟を支持する第１横桟支持部と、
　該第１横桟支持部に支持された前記一対の横桟と少なくとも同じパネル設置部を有する
別の一対の横桟を、前記第１横桟支持部に支持される前記一対の横桟のパネル設置部と同
じ高さにパネル設置部を位置づけた状態で支持する第２横桟支持部とが設けられており、
　前記一対の横桟は、他方の端部を隣接する架台の縦桟の第２横桟支持部に連結可能とし
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た状態で、前記いずれか一方の端部が当該縦桟の第２横桟支持部を開放した状態で前記第
１横桟支持部に支持されている
ことを特徴とする連結用架台。
【請求項８】
　前記横桟は、少なくとも前記機能パネルの幅よりも大きな長さを有する長尺状に形成さ
れており、
　前記パネル設置部は、前記横桟の一方の端部から他方の端部に亘って延在されて前記機
能パネルを左右いずれにも摺動可能な状態で支持する長尺状に形成されている
ことを特徴とする請求項７に記載の連結用架台。
【請求項９】
　屋根上に機能パネルを支持する支持装置において、
　前記屋根に固定される左右一対の縦桟と、当該縦桟に交差した状態で固定される第１の
一対の横桟とを備え、各横桟には、機能パネルを設置するパネル設置部が設けられている
架台と、
　当該架台の一方の縦桟に並んで配置される一の縦桟と、当該縦桟に交差した状態で固定
される第２の一対の横桟とを備え、各横桟には、機能パネルを設置するパネル設置部が設
けられている連結用架台とを備え、
　前記架台の縦桟には、前記第１の一対の横桟を支持する第１横桟支持部と、
　該第１横桟支持部に支持された前記第１の一対の横桟と少なくとも同じパネル設置部を
有する別の一対の横桟を、前記第１横桟支持部に支持される前記第１の一対の横桟のパネ
ル設置部と同じ高さにパネル設置部を位置づけた状態で支持する第２横桟支持部とが設け
られており、
　前記架台の前記第１の一対の横桟は、各縦桟の第２横桟支持部を開放した状態で前記第
１横桟支持部に支持されており、
　前記連結用架台の縦桟には、前記第２の一対の横桟を支持する第１横桟支持部と、
　該第１横桟支持部に支持された前記第２の一対の横桟と少なくとも同じパネル設置部を
有する別の一対の横桟を、前記第１横桟支持部に支持される前記第２の一対の横桟のパネ
ル設置部と同じ高さにパネル設置部を位置づけた状態で支持する第２横桟支持部とが設け
られており、
　前記第２の一対の横桟は、他方の端部を隣接する前記架台の縦桟の第２横桟支持部に支
持された状態で、前記いずれか一方の端部が当該縦桟の第２横桟支持部を開放した状態で
前記第１横桟支持部に支持されている
ことを特徴とする支持装置。
【請求項１０】
　各横桟は、少なくとも前記機能パネルの幅よりも大きな長さを有する長尺状に形成され
ており、
　前記パネル設置部は、前記横桟の一方の端部から他方の端部に亘って延在されて前記機
能パネルを左右いずれにも摺動可能な状態で支持する長尺状に形成されている
ことを特徴とする請求項９に記載の支持装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池モジュールや太陽熱温水パネルなど、特定の機能を有する機能パネ
ルの屋根への取り付けに用いられる架台、連結用架台及び支持装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、クリーンエネルギーを利用する手段の一つとして、建物等の屋根面に太陽電池モ
ジュールを設置して、太陽の光エネルギーを電気エネルギーに変換する住宅用太陽光発電
システムが普及してきている。
【０００３】
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　かかる住宅の屋根等に太陽電池モジュールを建物の屋根面に取り付ける太陽電池モジュ
ールの取り付け構造として、例えば特許文献１には、屋根に固定される縦桟と、該縦桟に
固定されて機能パネルを支持する横桟とを備える架台であって、左右一対の縦桟に上下に
渡って等間隔に３つの横桟を設置し、当該横桟に２枚又は４枚の太陽光モジュールを敷設
する構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１４４２６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の架台においては、当該架台により設置される太陽光モジュ
ールに並べてさらに複数枚の太陽光モジュールを設置する場合、新たに左右一対の縦桟を
設置して架台を構成しなければならず、部材点数が増加して施工手間が増すばかりでなく
、屋根荷重も増大してしまうこととなる。当該屋根荷重は、特に増築時に問題となり、太
陽光モジュールを屋根に設置する際に当該屋根の許容する荷重よりも僅かに太陽光モジュ
ールに架台等を加えた総設置荷重が増大することにより、当初予定した枚数の太陽光モジ
ュールを設置することができなくなるという虞もある。
【０００６】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、屋根に設置する部品
点数をより削減した状態で機能パネルを並べて敷設することができる架台、連結用架台及
び支持装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決すべく、本発明の具体的構成は、屋根に固定される一の縦桟と、当該縦
桟に交差した状態で固定される一対の横桟とを備え、各横桟には、機能パネルを設置する
パネル設置部が設けられている架台において、該縦桟には、前記一対の横桟を支持する第
１横桟支持部と、該第１横桟支持部に支持された前記一対の横桟と少なくとも同じパネル
設置部を有する別の一対の横桟を、前記第１横桟支持部に支持される前記一対の横桟のパ
ネル設置部と同じ高さにパネル設置部を位置づけた状態で支持する第２横桟支持部とが設
けられていることを特徴としている。
【０００８】
　これによれば、架台に固定される機能パネルを支持する一対の横桟は、縦桟の第１横桟
支持部に支持されることとなる。また、当該機能パネルに並んで支持される機能パネル（
以下、従属パネルという）は、当該従属パネルを支持する横桟のパネル設置部に支持され
るものの、当該横桟は、第２横桟支持部を介して当該架台の縦桟に支持されることとなる
。
【０００９】
　従って、少なくとも所定の間隔を有して左右に一対の架台を設置し、当該架台の縦桟間
に従属パネルを設置するための横桟を固定することができ、当該従属パネルを設置するた
めの縦桟を削減することができるものとなるのである。
【００１０】
　また、前記横桟は、少なくとも前記機能パネルの幅よりも大きな長さを有する長尺状に
形成されており、前記パネル設置部は、前記横桟の一方の端部から他方の端部に亘って延
在されて前記機能パネルを左右いずれにも摺動可能な状態で支持する長尺状に形成されて
いることが好ましい。
【００１１】
　これによれば、機能パネルは、横桟のパネル設置部上を左右に摺動することができるも
のとなり、これによって、該架台に設置される機能パネルと、当該機能パネルに並べて設
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置される従属パネルとの間の隙間をこれらいずれかのパネルを摺動させることで解消する
ことができ、機能パネル設置状態の意匠性の向上が図られるのみならず、屋根における機
能パネル設置領域の削減も図ることができる。
【００１２】
　また、これによって、機能パネルは、当該架台の一対の横桟のみならず当該一対の横桟
に連結して設けられる横桟のパネル設置部まで摺動して位置調整することができるものと
なる。
【００１３】
　この結果、屋根の設置状態や建物全体の構造的又は意匠的条件により縦桟を当該建物の
モジュール等に従って配置しなければならない状態となる場合でも、機能パネルは当該モ
ジュールに囚われることなく屋根上に設置することができるものとなるのである。
【００１４】
　また、前記横桟は、前記パネル設置部よりも前記縦桟に近接した位置に前記縦桟に連結
される連結部を備えていることが好ましい。
【００１５】
　これによれば、当該連結部がパネル設置部よりも縦桟に近接した位置に設けられるので
、当該縦桟に横桟を取り付けた状態で当該横桟と縦桟との取り付け部がパネル設置部上に
現れることがなく、上記機能パネルの摺動の妨げになることを回避することができるもの
となる。
【００１６】
　また、取り付け部がパネル設置部上に現れることが回避されるため、上述の如き連結さ
れる横桟のパネル設置部間の機能パネルの摺動を円滑に行うことができるものとなる。
【００１７】
　また、前記縦桟は、長尺状の縦桟本体と、前記第１横桟支持部と第２横桟支持部とを互
いに左右方向に隣り合った状態で設けて当該縦桟本体に固定される一対の横桟取り付け部
とを備えていることが好ましい。
【００１８】
　これによれば、横桟取り付け部を縦桟本体に取り付けることで第１横桟支持部と第２横
桟支持部とを縦桟本体に取り付けることができ、施工手間を省くことができる。
【００１９】
　また、当該横桟取り付け部で横桟を第１横桟支持部と第２横桟支持部とに固定している
ので、当該横桟支持部に支持される横桟に設置される機能パネルに風荷重等が作用する場
合でも、当該荷重は、第１横桟支持部及び第２横桟支持部を介して当該横桟支持部に支持
される横桟や当該横桟のパネル設置部に設置される機能パネル（従属パネル）にも伝達さ
れることとなる。このため、一の機能パネルに作用する荷重を当該機能パネルを支持する
架台のみならず当該架台に並んで設けられる架台や機能パネルに分散させることができ、
一の機能パネルや架台に荷重が集中することによる破壊を防止することができると共に、
機能パネルを設置する構成全体での剛性の向上を図ることができるものとなるのである。
【００２０】
　また、本発明の他の具体的構成は、屋根に固定される縦桟と、当該縦桟に交差した状態
で固定される一対の横桟とを備え、各横桟には、機能パネルを設置するパネル設置部が設
けられている架台において、前記一対の横桟の端部に対向して設けられる左右一対の縦桟
を備え、各縦桟には、前記一対の横桟を支持する第１横桟支持部と、該第１横桟支持部に
支持された前記一対の横桟と少なくとも同じパネル設置部を有する別の一対の横桟を、前
記第１横桟支持部に支持される前記一対の横桟のパネル設置部と同じ高さにパネル設置部
を位置づけた状態で支持する第２横桟支持部とが設けられており、前記一対の横桟は、各
縦桟の第２横桟支持部を開放した状態で前記第１横桟支持部に支持されていることを特徴
としている。
【００２１】
　これによれば、左右一対の縦桟により機能パネルを支持する一対の横桟を支持すること
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ができるため、きわめて安定的に機能パネルを支持することができる。
【００２２】
　また、架台に固定される機能パネルを支持する一対の横桟は、縦桟の第１横桟支持部に
支持されることとなる。また、当該機能パネルに並んで支持される機能パネルは、当該従
属パネルを支持する横桟のパネル設置部に支持されるものの、当該横桟は、第２横桟支持
部を介して当該架台の縦桟に支持されることとなる。
【００２３】
　従って、少なくとも所定の間隔を有して左右に一対の架台を設置し、当該架台の縦桟間
に従属パネルを設置するための横桟を固定することができ、当該従属パネルを設置するた
めの縦桟を削減することができるものとなるのである。
【００２４】
　また、前記横桟は、少なくとも前記機能パネルの幅よりも大きな長さを有する長尺状に
形成されており、前記パネル設置部は、前記横桟の一方の端部から他方の端部に亘って延
在されて前記機能パネルを左右いずれにも摺動可能な状態で支持する長尺状に形成されて
いることが好ましい。
【００２５】
　これによれば、機能パネルは、横桟のパネル設置部上を左右に摺動することができるも
のとなり、これによって、該架台に設置される機能パネルと、当該機能パネルに並べて設
置される従属パネルとの間の隙間をこれらいずれかのパネルを摺動させることで解消する
ことができ、機能パネル設置状態の意匠性の向上が図られるのみならず、屋根における機
能パネル設置領域の削減も図ることができる。
【００２６】
　また、これによって、機能パネルは、当該架台の一対の横桟のみならず当該一対の横桟
に連結して設けられる横桟のパネル設置部まで摺動して位置調整することができるものと
なる。
【００２７】
　この結果、屋根の設置状態や建物全体の構造的又は意匠的条件により縦桟を当該建物の
モジュール等に従って配置しなければならない状態となる場合でも、機能パネルは当該モ
ジュールに囚われることなく屋根上に設置することができるものとなるのである。
【００２８】
　また、本発明のさらに他の具体的構成は、屋根に固定される縦桟と、当該縦桟に交差し
た状態で固定される一対の横桟とを備え、各横桟には、機能パネルを設置するパネル設置
部が設けられている連結用架台において、前記縦桟は、前記一対の横桟のいずれか一方の
端部に対向して設けられており、該縦桟には、前記一対の横桟を支持する第１横桟支持部
と、該第１横桟支持部に支持された前記一対の横桟と少なくとも同じパネル設置部を有す
る別の一対の横桟を、前記第１横桟支持部に支持される前記一対の横桟のパネル設置部と
同じ高さにパネル設置部を位置づけた状態で支持する第２横桟支持部とが設けられており
、前記一対の横桟は、他方の端部を隣接する架台の縦桟の第２横桟支持部に連結可能とし
た状態で、前記いずれか一方の端部が当該縦桟の第２横桟支持部を開放した状態で前記第
１横桟支持部に支持されていることを特徴としている。
【００２９】
　これによれば、隣接して設けられている架台の縦桟に一対の横桟の他方の端部を支持さ
せることができ、当該連結用架台に設置される機能パネルも、一対の横桟と、当該横桟を
支持する連結用架台の縦桟と、当該連結用架台に並んで設けられている架台の縦桟によっ
て支持することができ、当該機能パネルを極めて安定的に支持することができるものとな
る。また、当該連結用架台は、上述の如く縦桟を１本のみ有している構成であるため、部
品点数の削減が図られているものとなる。のみならず、当該縦桟にも第２横桟連結部を有
しているので、縦桟にもさらに横桟を取り付けることができる。
【００３０】
　従って、連結用架台は、左右方向に連続して設置することができ、これによって、機能
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パネル設置領域の左右方向への拡大を図ることができるものとなるのである。
【００３１】
　また、架台に固定される機能パネルを支持する一対の横桟は、縦桟の第１横桟支持部に
支持されることとなる。また、当該機能パネルに並んで支持される機能パネルは、当該従
属パネルを支持する横桟のパネル設置部に支持されるものの、当該横桟は、第２横桟支持
部を介して当該架台の縦桟に支持されることとなる。
【００３２】
　従って、少なくとも所定の間隔を有して左右に一対の架台を設置し、当該架台の縦桟間
に従属パネルを設置するための横桟を固定することができ、当該従属パネルを設置するた
めの縦桟を削減することができるものとなるのである。
【００３３】
　また、前記横桟は、少なくとも前記機能パネルの幅よりも大きな長さを有する長尺状に
形成されており、前記パネル設置部は、前記横桟の一方の端部から他方の端部に亘って延
在されて前記機能パネルを左右いずれにも摺動可能な状態で支持する長尺状に形成されて
いることが好ましい。
【００３４】
　これによれば、機能パネルは、横桟のパネル設置部上を左右に摺動することができるも
のとなり、これによって、該架台に設置される機能パネルと、当該機能パネルに並べて設
置される従属パネルとの間の隙間をこれらいずれかのパネルを摺動させることで解消する
ことができ、機能パネル設置状態の意匠性の向上が図られるのみならず、屋根における機
能パネル設置領域の削減も図ることができる。
【００３５】
　また、これによって、機能パネルは、当該架台の一対の横桟のみならず当該一対の横桟
に連結して設けられる横桟のパネル設置部まで摺動して位置調整することができるものと
なる。
【００３６】
　この結果、屋根の設置状態や建物全体の構造的又は意匠的条件により縦桟を当該建物の
モジュール等に従って配置しなければならない状態となる場合でも、機能パネルは当該モ
ジュールに囚われることなく屋根上に設置することができるものとなるのである。
【００３７】
　また、本発明の別の具体的構成は、屋根上に機能パネルを支持する支持装置において、
前記屋根に固定される左右一対の縦桟と、当該縦桟に交差した状態で固定される第１の一
対の横桟とを備え、各横桟には、機能パネルを設置するパネル設置部が設けられている架
台と、当該架台の一方の縦桟に並んで配置される一の縦桟と、当該縦桟に交差した状態で
固定される第２の一対の横桟とを備え、各横桟には、機能パネルを設置するパネル設置部
が設けられている連結用架台とを備え、前記架台の縦桟には、前記第１の一対の横桟を支
持する第１横桟支持部と、該第１横桟支持部に支持された前記第１の一対の横桟と少なく
とも同じパネル設置部を有する別の一対の横桟を、前記第１横桟支持部に支持される前記
第１の一対の横桟のパネル設置部と同じ高さにパネル設置部を位置づけた状態で支持する
第２横桟支持部とが設けられており、前記架台の前記第１の一対の横桟は、各縦桟の第２
横桟支持部を開放した状態で前記第１横桟支持部に支持されており、前記連結用架台の縦
桟には、前記第２の一対の横桟を支持する第１横桟支持部と、該第１横桟支持部に支持さ
れた前記第２の一対の横桟と少なくとも同じパネル設置部を有する別の一対の横桟を、前
記第１横桟支持部に支持される前記第２の一対の横桟のパネル設置部と同じ高さにパネル
設置部を位置づけた状態で支持する第２横桟支持部とが設けられており、前記第２の一対
の横桟は、他方の端部を隣接する前記架台の縦桟の第２横桟支持部に支持された状態で、
前記いずれか一方の端部が当該縦桟の第２横桟支持部を開放した状態で前記第１横桟支持
部に支持されていることを特徴としている。
【００３８】
　これによれば、左右一対の縦桟により機能パネルを支持する一対の横桟を支持すること
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ができるため、きわめて安定的に機能パネルを支持することができる。
【００３９】
　また、隣接して設けられている架台の縦桟に一対の横桟の他方の端部を支持させること
ができ、当該連結用架台に設置される機能パネルも、一対の横桟と、当該横桟を支持する
連結用架台の縦桟と、当該連結用架台に並んで設けられている架台の縦桟によって支持す
ることができ、当該機能パネルを極めて安定的に支持することができるものとなる。また
、当該連結用架台は、上述の如く縦桟を１本のみ有している構成であるため、部品点数の
削減が図られているものとなる。のみならず、当該縦桟にも第２横桟連結部を有している
ので、縦桟にもさらに横桟を取り付けることができる。
【００４０】
　従って、連結用架台は、左右方向に連続して設置することができ、これによって、機能
パネル設置領域の左右方向への拡大を図ることができるものとなるのである。
【００４１】
　また、架台に固定される機能パネルを支持する一対の横桟は、縦桟の第１横桟支持部に
支持されることとなる。また、当該機能パネルに並んで支持される機能パネルは、当該従
属パネルを支持する横桟のパネル設置部に支持されるものの、当該横桟は、第２横桟支持
部を介して当該架台の縦桟に支持されることとなる。
【００４２】
　従って、少なくとも所定の間隔を有して左右に一対の架台を設置し、当該架台の縦桟間
に従属パネルを設置するための横桟を固定することができ、当該従属パネルを設置するた
めの縦桟を削減することができるものとなるのである。
【００４３】
　また、各横桟は、少なくとも前記機能パネルの幅よりも大きな長さを有する長尺状に形
成されており、前記パネル設置部は、前記横桟の一方の端部から他方の端部に亘って延在
されて前記機能パネルを左右いずれにも摺動可能な状態で支持する長尺状に形成されてい
ることが好ましい。
【００４４】
　これによれば、機能パネルは、横桟のパネル設置部上を左右に摺動することができるも
のとなり、これによって、該架台に設置される機能パネルと、当該機能パネルに並べて設
置される従属パネルとの間の隙間をこれらいずれかのパネルを摺動させることで解消する
ことができ、機能パネル設置状態の意匠性の向上が図られるのみならず、屋根における機
能パネル設置領域の削減も図ることができる。
【００４５】
　また、これによって、機能パネルは、当該架台の一対の横桟のみならず当該一対の横桟
に連結して設けられる横桟のパネル設置部まで摺動して位置調整することができるものと
なる。
【００４６】
　この結果、屋根の設置状態や建物全体の構造的又は意匠的条件により縦桟を当該建物の
モジュール等に従って配置しなければならない状態となる場合でも、機能パネルは当該モ
ジュールに囚われることなく屋根上に設置することができるものとなるのである。
【発明の効果】
【００４７】
　本発明によれば、屋根に設置する部品点数をより削減した状態で機能パネルを並べて敷
設することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の実施の形態にかかる支持装置の上面図である。
【図２】第１架台および連結用架台の上面図である。
【図３】図１の範囲Ａの部分、主に第１横材の横材端部接合部付近を矢印方向から見た図
である。
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【図４】図１の範囲Ｂの部分、主に第１横材の横中間部接合部付近を矢印方向から見た図
である。
【図５】図１の範囲Ｃの部分を上側から矢印方向に見た図である。
【図６】図１の範囲Ｄの部分を上側から矢印方向に見た図である。
【図７】図１の範囲Ｅの部分を矢印方向から見た図である。
【図８】図６のＦ部を柱脚まで含めて拡大した図である。
【図９】第１パネル固定部の付近を拡大した図である。
【図１０】第２パネル固定部の付近を拡大した図である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる架台、連結用架台及び支持装置の最良な
実施の形態を詳細に説明する。
【００５０】
　図１は、本発明の実施の形態にかかる支持装置の上面図である。支持装置１は、柱脚を
介して、機能パネルを屋根に取り付ける。支持装置１は、第１架台２と、第１架台２に横
方向に連結される連結用架台３とで構成されている。本図では、支持装置１は縦方向に２
つ並んでいるが、屋根に設置可能な面積に合わせて任意の数で構成可能である。同様に、
本図では、第１架台２に連結用架台３が２つ連結されているが、屋根に設置可能な面積に
合わせて任意の数で連結可能である。
【００５１】
　機能パネル４、４’は、第１架台２および連結用架台３の上部に敷設されている。より
詳しくは、機能パネル４は、第１パネル固定部５および第２パネル固定部６により、第１
架台２に固定され、機能パネル４’は、第１パネル固定部５および第２パネル固定部６に
より、連結用架台３に固定される。なお、機能パネル４と機能パネル４’は同じ物である
が、説明のため符号を変えてある。また、第１パネル固定部５および第２パネル固定部６
の位置は、図の位置に限定されず、任意の位置に留め付け可能である。さらに、本実施の
形態にかかる機能パネル４、４’は、太陽光モジュールであるが、太陽熱温水パネル等、
他の機能パネルも採用可能である。
【００５２】
　図２は、第１架台２および連結用架台３の上面図であり、（Ａ）は第１架台２、（Ｂ）
は連結用架台３である。第１架台２は、２つの縦材７、第１横材８、第２横材９、横材端
部接合部１０、および、横材中間部接合部１１で構成されている。２つの縦材７は、柱脚
を介して、一定の距離を隔てて互いに並行に屋根に取り付けられるように構成されている
。第１横材８は、その両端が２つの縦材７と、２つの縦材７の一端側の上面でそれぞれ固
定されている。同様に第２横材９は、その両端が２つの縦材７と、２つの縦材７の他端側
の上面でそれぞれ固定されている。横材端部接合部１０は、（Ａ）の左側、すなわち、支
持装置１の端部に位置する縦材７と第１横材８または第２横材９とを接合する。横材中間
部接合部１１は、（Ａ）の右側、すなわち、支持装置１の中間部に位置する縦材７と第１
横材８または第２横材９とを接合するとともに、別途、（Ｂ）の連結用架台３を接合する
。
【００５３】
　連結用架台３は、１つの縦材７’、第１横材８’、第２横材９’、および、横材中間部
接合部１１’で構成されている。１つの縦材７’は、柱脚を介して、一定の距離を隔てて
第１架台２の縦材７に並行に屋根に取り付けられるように構成されている。第１横材８’
は、その右端のみが１つの縦材７’と、その縦材７’の一端側の上面で固定されており、
左端には、何も接続されていない構成となっている。同様に第２横材９’は、その右端の
みが１つの縦材７と、その縦材７の他端側の上面で固定されており、左端には何も接続さ
れていない構成となっている。なお、縦材７と縦材７’は同じ物であるが、説明のため符
号を変えてある。同様に、第１横材８と第１横材８’は同じ物であるが、説明のため符号
を変えてある。同様に、第２横材９と第２横材９’は同じ物であるが、説明のため符号を
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変えてある。
【００５４】
　ここで、図１を見ると、第１横材８、８’および第２横材９、９’は、機能パネル４、
４’の幅よりも大きな長さを有する長尺状に形成されていることがわかる。そして、第１
横材８、８’および第２横材９、９’の上面は一方の端部から他方の端部に亘って平坦に
形成されており、当該上面が機能パネル４、４’を設置可能なパネル設置部となっている
。このように、パネル設置部は、第１横材８、８’および第２横材９、９’の一方の端部
から他方の端部に渡って平坦に形成されているので、機能パネル４、４’をパネル設置部
に設置すると、この状態で当該機能パネル４、４’をパネル設置部の延在方向に摺動させ
ることができるものとなっている。
【００５５】
　そして、連結用架台３を屋根に取り付ける際に、（Ｂ）の第１横材８’および第２横材
９’の左端が、横材中間部接合部１１において、（Ａ）における第１架台２の右側の縦材
７と接合されることにより、連結用架台３が第１架台２に連結される。横材中間部接合部
１１’は、（Ｂ）の右側、すなわち、支持装置１の中間部に位置する縦材７’と第１横材
８’または第２横材９’とを接合するとともに、さらに、他の連結用架台３または第１架
台２を接合する。なお、この場合の第１架台２の構成は、（Ａ）の第１架台２の構成とは
異なり、右側に横材端部接合部１０、左側に横材中間部接合部１１を備える構成となって
いる。
【００５６】
　図３は、図１の範囲Ａの部分、主に第１横材８の横材端部接合部１０付近を矢印方向か
ら見た図である。横材端部接合部１０は、縦材７の一部、第１横材８の一部、板状で２箇
所の孔があいている横材端部固定プレート１２、ボルト１３、ナット１４、ボルト１５、
および、ナット１６からなる。そして、縦材７の上側は、横材端部固定プレート１２、ボ
ルト１３、ナット１４、ボルト１５、および、ナット１６により、第１横材８と固定され
ている。一方、縦材７の下側は、ボルト１７とナット１８により柱脚１９に固定されてい
る。
【００５７】
　ここで、縦材７に第１横材８を取り付ける部分を横桟取り付け部と呼び、横材端部固定
プレート１２、ボルト１３、ナット１４、ボルト１５、および、ナット１６が相当する。
なお、図示されていないが、第２横材９の横材端部接合部１０も同様の構成をしており、
縦材７において第２横材９を取り付ける部分を横桟取り付け部と呼ぶ。そして、第１横材
８および第２横材９において縦材７と連結されている部分を連結部と呼ぶ。
【００５８】
　図４は、図１の範囲Ｂの部分、主に第１横材８の横材中間部接合部１１付近を矢印方向
から見た図である。横材中間部接合部１１は、縦材７の一部、第１横材８の一部、板状で
３箇所の孔があいている横材ジョイントプレート２０、ボルト１３、ナット１４、ボルト
１５、１５’、および、ナット１６、１６’からなる。このとき、第１横材８’の一部も
横材中間部接合部１１の構成要素の一つと考えることができる。なお、ボルト１５とボル
ト１５’は同じ物であるが、説明のため符号を変えてある。同様に、ナット１６とナット
１６’は同じ物であるが、説明のため符号を変えてある。
【００５９】
　そして、縦材７の上側は、横材ジョイントプレート２０、ボルト１３、ナット１４、ボ
ルト１５、および、ナット１６により、第１横材８と固定されるとともに、横材ジョイン
トプレート２０、ボルト１３、ナット１４、ボルト１５’、および、ナット１６’により
、第１横材８’と固定されている。一方、縦材７の下側は、ボルト１７とナット１８によ
り柱脚１９に固定されている。
【００６０】
　ここで、縦材７に第１横材８および第１横材８’を取り付ける部分を横桟取り付け部と
呼び、横材ジョイントプレート２０、ボルト１３、ナット１４、ボルト１５、１５’、お
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よび、ナット１６、１６’が相当する。さらに、縦材７において第１横材８を支持してい
る部分を第１横材支持部と呼び、第１横材８’を支持している部分を第２横材支持部と呼
ぶ。図４を見ると、第１横材支持部と第２横材支持部が同じ高さに存在していることがわ
かる。すなわち、第１横材８のパネル設置部と第１横材８’のパネル設置部とは同じ高さ
で並ぶこととなる。また、第１横材８、８’において縦材７と連結されている部分を連結
部と呼ぶ。なお、図示されていないが、第１横材８’の横材中間部接合部１１’も同様の
構成をしている。
【００６１】
　さらに、図示されていないが、第２横材９の横材中間部接合部１１、および、第２横材
９’の横材中間部接合部１１’も同様の構成をしており、ここで、縦材７に第２横材９お
よび第２横材９’を取り付ける部分を横桟取り付け部と呼び、さらに、縦材７において第
２横材９を支持している部分を第１横材支持部と呼び、第２横材９’を支持している部分
を第２横材支持部と呼ぶ。よって、第２横材９のパネル設置部と第２横材９’のパネル設
置部とは同じ高さで並ぶこととなる。また、第２横材９、９’において縦材７と連結され
ている部分を連結部と呼ぶ。
【００６２】
　図５は、図１の範囲Ｃの部分を上側から矢印方向に見た図である。図５を見ると、第１
架台２に固定される機能パネル４を支持する第１横材８（および、図示されていない第２
横材９）は、縦材７の第１横材支持部に支持されていることがわかる。同様に、連結用架
台３に固定される機能パネル４’を支持する第１横材８’（および、図示されていない第
２横材９’）は、縦材７の第２横材支持部に支持されていることがわかる。
【００６３】
　従って、１つの縦材７に、第１横材８（および、図示されていない第２横材９）と、第
１横材８’（および、図示されていない第２横材９’）とを固定することができるので、
連結用架台３に固定される機能パネル４’を設置するための縦桟を削減することができる
。具体的には、連結する連結用架台３の数が１つ増えるごとに、従来は必要であった縦桟
の数を１つ削減することができる。そのため、支持装置１の軽量化とコストの削減を図る
ことができる。
【００６４】
　図６は、図１の範囲Ｄの部分を上側から矢印方向に見た図である。図６を見ると、第１
架台２に固定される機能パネル４を支持する第１横材８（および、図示されていない第２
横材９）は、縦材７に支持されていることがわかる。
【００６５】
　そして、左右一対の縦材７により、第１横材８および第２横材９、または、第１横材８
’および第２横材９’を支持することができるので、きわめて安定的に機能パネル４およ
び機能パネル４’を支持することができる。
【００６６】
　また、横桟取り付け部を縦桟７本体に取り付けることで第１横桟支持部と第２横桟支持
部とを縦桟７本体に取り付けることができ、施工手間を省くことができる。
【００６７】
　また、横桟取り付け部で第１横材８、８’および第２横材９、９’を第１横桟支持部と
第２横桟支持部とに固定しているので横桟支持部に支持される第１横材８および第２横材
９に設置される機能パネル４に風荷重等が作用する場合でも、当該荷重は、第１横桟支持
部及び第２横桟支持部を介して当該横桟支持部に支持される第１横材８’および第２横材
９’やパネル設置部に設置される機能パネル４’にも伝達される。このため、機能パネル
４に作用する荷重を機能パネル４を支持する第１架台２のみならず第１架台２に並んで設
けられる連結用架台３や機能パネル４’に分散させることができ、一つの機能パネルや架
台に荷重が集中することによる破壊を防止することができると共に、機能パネルを設置す
る構成全体での剛性の向上を図ることができる。
【００６８】
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　図７は、図１の範囲Ｅの部分を矢印方向から見た図であり、図８は、図７のＦ部を柱脚
１９まで含めて拡大した図である。図７を見ると、支持装置１に取り付けられている機能
パネル４は、第１横材８から第２横材９の方向に傾いていることがわかる。この傾きは、
例えば、５度である。図８を見ると、柱脚１９は屋根２１に固定されていることがわかる
。
【００６９】
　図９は、第１パネル固定部５の付近を拡大した図である。第１パネル固定部５は、第１
モジュール固定ピース２２、固定フック金物２３、ボルト２４、２４’、および、ナット
２５、２５’で構成されている。なお、ボルト２４とボルト２４’は同じ物であるが、説
明のため符号を変えてある。同様に、ナット２５とナット２５’は同じ物であるが、説明
のため符号を変えてある。第１モジュール固定ピース２２はＬ字形状をしており、固定フ
ック金物２３も同じくＬ字形状をしているが、さらにその一端に鉤状部２６を有する。前
述したように、第１パネル固定部５は、機能パネル４、４’と第１架台２または連結用架
台３の第１横材８、８’とを固定している。
【００７０】
　具体的には、第１横材８、８’に、第１モジュール固定ピース２２のＬ字形状の一方が
、ボルト２４とナット２５により固定されている。さらに、固定フック金物２３のL字形
状の一方にある鉤状部２６が機能パネル４の突起部２７と嵌合した状態で、第１モジュー
ル固定ピース２２のＬ字形状の他方と、固定フック金物２３のＬ字形状の他方とが、ボル
ト２４’とナット２５’により固定されている。そして、第１パネル固定部５は、第１横
材８、８’の外側に突出した状態で固定されているので、機能パネル４、４’を位置調整
した後に、任意の位置で第１横材８、８’に固定することができる。
【００７１】
　図１０は、第２パネル固定部６の付近を拡大した図である。第２パネル固定部６は、第
２モジュール固定ピース２８、固定フック金物２３、ボルト２４、２４’、および、ナッ
ト２５、２５’で構成されている。第２モジュール固定ピース２８はＬ字形状をしている
。前述したように、第１パネル固定部６は、機能パネル４、４’と第１架台２または連結
用架台３の第２横材９、９’とを固定している。
【００７２】
　具体的には、第２横材９、９’に、第２モジュール固定ピース２９のＬ字形状の一方が
、ボルト２４とナット２５により固定されている。さらに、固定フック金物２３のＬ字形
状の一方にある鉤状部２６が機能パネル４の突起部２９と嵌合した状態で、第１モジュー
ル固定ピース２２のＬ字形状の他方と、固定フック金物２３のＬ字形状の他方とが、ボル
ト２４’とナット２５’により固定されている。そして、第２パネル固定部６は、第２横
材９の外側に突出した状態で固定されているので、機能パネル４、４’を位置調整した後
に、任意の位置で第２横材９、９に固定することができる。
【００７３】
　ここで図５を見ると、前述したように、第１横材８、８’が機能パネル４、４’の幅よ
りも大きな長さを有する長尺状に形成されているとともに、パネル設置部が機能パネル４
、４’を縦材７に対して左右いずれにも摺動可能な状態で支持する長尺状として第１横材
８、８’の端部に渡って形成されていることがわかる。同様に図６を見ると、第１横材８
が機能パネル４の幅よりも大きな長さを有する長尺状に形成されているとともに、パネル
設置部が機能パネル４を縦材７に対して左右いずれにも摺動可能な状態で支持する長尺状
として第１横材８の端部に渡って形成されていることがわかる。
【００７４】
　従って、第１架台２に設置される機能パネル４と機能パネル４に並べて設置される連結
用架台３に設置される機能パネル４’の間の隙間を、第１横材８と第１部材８’に亘って
形成されるパネル設置部に沿って機能パネル４と機能パネル４’のいずれか一方或いは両
方を摺動させることによりなくすことができるので、機能パネル４、４’を設置した状態
の意匠性の向上と、屋根における機能パネル４、４’の設置領域の削減を図ることができ
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る。
【００７５】
　このとき、第１横材８と第１横材８’とが同じ高さで連結されているので、パネル設置
部は第１横材８の端部から第１横材８’の端部に亘るまで同一高さとなる。この結果、本
来は全体に亘って第１横材８上に支持される機能パネル４の一部を第１横材８’のパネル
設置部上に位置付けて位置調整することができることとなっているのである。また、この
ようにこれら第１横材８と第１横材８’との間に不陸が形成されないものとなっているの
で、これら第１横材８、８’に跨って機能パネル４を設置する場合でも、当該機能パネル
４を第１横材８単体のパネル設置部に設置する場合度同じ姿勢で設置することができるも
のとなっているのである。
【００７６】
　この結果、屋根の設置状態や建物全体の構造的又は意匠的条件により縦材７を当該建物
のモジュール等に従って配置しなければならない状態となる場合でも、機能パネルを当該
モジュールに囚われることなく屋根上に設置することができる。
【００７７】
　また、このようにパネル設置部を平坦状に形成すると共に、該パネル設置部に設置され
た機能パネル４の突起部２７、２９にパネル固定部５、６の鉤状部２６を引掛けることで
当該機能パネル４を固定する構成としたので、幅方向の長さが異なる機能パネルであって
もこれをパネル設置部に載置することができる。このため、将来の機能パネルを幅方向に
サイズ変更することがあっても、パネル設置部を含む支持装置１はそのまま使用すること
ができる。その結果、幅の長さを異にする機能パネル同士を隙間なく隣接させることもで
きる。また、パネル交換の際に支持装置１の交換は不要となり、交換作業を著しく簡便に
行うことができる。
【００７８】
　さらに図５を見ると、前述した連結部は、縦材７の真上、すなわち、機能パネル４、４
’よりも縦材７に近接した位置にあることがわかる。従って、横桟取り付け部である、横
材ジョイントプレート２０、ボルト１３、ナット１４、ボルト１５、１５’、および、ナ
ット１６、１６’は、パネル設置部より上になることはないので、機能パネル４、４’の
摺動の妨げになることを回避することができる。
【００７９】
　同様に図６を見ると、前述した連結部は、縦材７の真上、すなわち、機能パネル４より
も縦材７に近接した位置にあることがわかる。従って、横桟取り付け部である、横材端部
固定プレート１２、ボルト１３、ナット１４、ボルト１５、および、ナット１６は、パネ
ル設置部より上になることはないので、機能パネル４の摺動の妨げになることを回避する
ことができる。
【００８０】
　なお、第１架台２の縦材が１つだけであってもよい。その場合は、縦材の上部が二股に
別れた構造となる。そして、二股の部分がそれぞれ第１横材８、第２横材９の両端を固定
するとともに、二股の１つに、連結用架台３の第１横材８’、第２横材９’の一端を固定
することができる。すなわち、第１横材支持部と第２横材支持部が存在する。例えば、第
１架台２が１つ、連結用架台３が２つで構成された支持装置は、縦材が２つで構成可能と
なる。
【００８１】
　また、第１横材８、第２横材９の長さよりも機能パネル４の幅の方が大きい場合でも、
本実施例を採用することができる。当該構成においては、複数の架台を横方向に連続させ
ることでパネル設置部の長さを大きくして対応することができる。また、この場合であっ
ても、両端の機能パネルの一部が第１横材８や第２横材９の端部から突出する場合がある
が、その場合であっても、本実施形態と同様の効果を奏する。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
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　本発明は、屋根に限らず、壁などにも適用することができる。
【符号の説明】
【００８３】
１　支持装置
２　第１架台
３　連結用架台
４　機能パネル
５　第１パネル固定部
６　第２パネル固定部
７　縦材
８、８’　第１横材
９、９’　第２横材
１０　横材端部接合部
１１、１１’　横材中間部接合部
１２　横材端部固定プレート
１３、１５、１５’、１７、２４、２４’　ボルト
１４、１６、１６’、１８、２５、２５’　ナット
１９　柱脚
２０　横材ジョイントプレート
２１　屋根
２２　第１モジュール固定ピース
２３　固定フック金物
２６　鉤状部
２７、２９　突起部
２８　第２モジュール固定ピース
【図１】 【図２】
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